
〇地方消費税交付金の使途

2,243,148 千円

16,713,942 千円

（単位：千円）

【歳　出】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税及び地方消費税の
税率が平成26(2014)年4月1日より5％から8％に、令和元(2019)年10月1日より8％から10％に改定
されました。
これに伴い、地方自治体の地方消費税交付金の増収分については、「消費税法第1条第2項に規

定する経費【社会保障4経費(年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化対策に要する経
費)】その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充て
るものとする」と地方税法に明記されています。
刈谷市の決算における、地方消費税交付金及び社会保障施策経費への充当状況については、下

記のとおりです。

【年　度】

　令和６年度　決算

【歳　入】

　地方消費税交付金(社会保障財源化分)

　地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障に要する経費

区　　　　分 全体事業費
地方消費税交付金
(社会保障財源化分)

充当額

少子化対策等に要する経費

6,479,414 869,590

【主なもの】
・児童福祉全般に関すること
・保育園に関すること
・こども園に関すること
・児童館に関すること

合　　計 16,713,942 2,243,148

高齢化対策等に要する経費

3,647,379 489,508

【主なもの】
・高齢者福祉全般に関すること
・後期高齢者医療会計への繰出に関すること
・介護保険会計への繰出に関すること

社会福祉等に要する経費

4,698,824 630,621

【主なもの】
・社会福祉全般に関すること
・心身障害者福祉に関すること
・福祉医療に関すること
・国民健康保険会計への繰出に関すること

健康対策等に要する経費

1,888,325 253,429

【主なもの】
・保健衛生全般に関すること
・母子衛生に関すること
・成人保健に関すること
・予防に関すること


